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１. 緒　　言

2002年HS条約（商品の名称及び分類についての統一システ

ムに関する国際条約）が一部改正され，従来の第2710.00号

（石油及び歴青油，これらの調製品）が第2710.11号（軽質油及

びその調製品）と第2710.19号（その他のもの）に分割される

こととなった。この区分けの基準として新たに第27類号注４

「『軽質油及びその調製品』とは，ASTM D86の方法による温度

210度における減失加算留出容量が全容量の90％以上のものを

いう。」が追加された。

従来，我が国では，第2710.00号を更に細分化しており，そ

の区分けのために関税定率法施行令第72条で定めるJIS K2254

の蒸留試験を実施してきた。従って，今回のHS改正に伴い，

第27.10項の分類は号と国内細分を決定するために，それぞれ

ASTM法とJIS法の2種類の蒸留試験を行う必要性が生じた。

現在，各税関に配備されている蒸留試験装置はJIS K2254に

対応したものであり，ASTM D86を満足するものではない。し

かしながら，両者の試験方法に大差はなく，その差異は微小で

ある（Table 1）。例えば，温度計の設定方法や蒸留スピード等

の違いが測定上の誤差の範囲内におさまれば，従来どおり，

JIS法による試験結果のみをもとにHS分類が可能と考えられる。

そこで，本研究では，種々の試料について，JIS K2254と

ASTM D86の両蒸留試験を実施し，両方法の分留性状の試験結

果を詳細に比較・検討した。

２. 実　　験

２．１　試料及び試薬

市販のガソリン及び灯油

２．２　試料の調製

市販のガソリン及び灯油を一般的な蒸留装置で蒸留し，適当

な蒸留範囲の画分を分類基準値付近を示すように適当な割合で

混合し，Table 2に示す試料No.A～Eの５種類の試料を調製した。

No.A～Dは，蒸留試験方法において1,2類に該当するもの，Eは

3,4類に該当するものである。

２．３　蒸留試験

各試料について，JIS K2254とASTM D86の蒸留試験をそれぞ

れ５回ずつ実施し，その平均値，最小値及び最大値をもとに両

試験を比較した。
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３. 結果及び考察

３．１　試験方法の差異

Table 1で示したように，両試験方法には大別すると３つの違

いがある。石油製品の類別に関係しない共通の違いとして，温

度計の設定方法がある。コルク栓を用いるJIS法に対して，

ASTM法ではセンタリングデバイスという器具を用い，より正

確にフラスコの中心に温度計を設定している。次に，1,2類の

違いとして，フラスコの支え板の孔の直径が極わずかではある

が0.5 mmの差がある。また，初留点から５％留出量に達するま

での時間が，JIS法では60～75秒であるのに対して，ASTM法で

は60～100秒と，それより遅い蒸留スピードでも認められてい

る。ちなみに，3,4類では温度計の設定方法以外に差異がない

ことから，本研究では，1,2類に分類される石油製品を中心に

検討することにした。

３．２　予備実験

予備実験として，市販のガソリン（1,2類の代表）及び灯油

（3,4類の代表）をそれぞれJIS法とASTM法で５回ずつ蒸留試験

を行い，各留出容量における留出温度の平均値，最小値及び最

大値を比較した。Fig. 1にガソリンの蒸留曲線を示すが，両者

は，ほぼ同じ曲線となったことから，以下の実験では測定デー

タをまとめた表のみで示すことにする。Table 3,4にガソリン及

び灯油の両試験における結果を示す。いずれの試験方法にも，

許容差が定められており，そのうち室内併行許容差は同一装置

で同一人が試験を実施したときに用いるため許容差の範囲が狭

くなっているが，ガソリン及び灯油の蒸留曲線の比較的なだら

かな個所でも室内併行許容差を算出すると約1.5 ℃であり，測

定データは許容差の範囲内と認められた。

Table 1  Differences between JIS K2254 and ASTM D86

Table 2 Characteristics of prepared samples

Fig. 1 Distillation curves of gasoline
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３．３　調製した試料の蒸留試験

2.2で調製した試料No.A～Eの測定結果をTable5～9に示す。

1,2類である試料No.A～Dについては，JIS法とASTM法におい

て５％留出量に達する蒸留スピードに違いがあるため，

ASTM1はJISと同じ蒸留スピードの範囲内（60～75秒）におさ

まったもの，ASTM2はJIS法で認められた範囲内ではないが

ASTM法では許される範囲内（75～100秒）とした。試料Eは

3,4類に該当するため，JIS法とASTM法の違いは温度計の設定

方法以外に差異はない。Table 5～9に示したように，一方の平

均値は他方のレンジ（最小値と最大値の範囲）内におさまって

おり，平均値の差も極わずかであり，両試験による結果は許容

差の範囲内と認められた。

３．４　両試験結果の比較

HS分類上の基準である「温度210度における減失加算留出容

量が全容量の90 ％以上か否か」について，より詳しく比較・

検討した。Table 5～9に温度210度における減失加算留出容量％

を示しているが，統計的手法を用いて，試験方法によりこの値

に有意な差があるか否か検討した。まず，試料No.A～Dについ

ては，３つの試験方法間に有意な差があるか検定する手法（一

元配置法による分散分析）を用いて，比較・検討した（Table

Table 3 Data on the test of gasoline Table 4 Data on the test of kerosine
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Table 5 Data on the test of sample A
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Table 6 Data on the test of sample B
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Table 7 Data on the test of sample C
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Table 8 Data on the test of sample D
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10）。いずれも３つの試験法の結果が等しいと仮定した場合の

棄却値である3.885よりも小さいことから，仮説が正しいこと，

すなわち，３つの試験法の結果において統計的に有意な差がな

いといえる。また，試料No.Eについては，２つの試験法の分

散及び平均値に有意な差がないことを統計的に検討した

（Table 11）。いずれも棄却値を下まわっており，両試験法は統

計的に有意な差がないことが判明した。

４. 要　　約

種々の石油製品，特に，HS分類上の基準である「温度210度

における減失加算留出容量が全容量の90 ％付近の試料」につ

いて，JIS K2254とASTM D86の両蒸留試験を実施し，両試験法

の結果を比較・検討した。両試験結果において，一方の平均値

は他方のレンジ（最小値と最大値の範囲）内におさまっており，

平均値の差も極わずかであり，許容差の範囲内と認められた。

また，分類基準となる210 ℃における減失加算留出量に，両試

験法で統計的に有意な差がないことが判明した。

Table 9 Data on the test of sample E Table 10 Statistical analysis of samples A, B, C and D

Table 11 Statistical analysis of sample E




